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※会場受付時間は、午前９時から午後４時までです。
※会場の混雑を緩和するため、なるべく上の表を参考に来場してください。
※総合福祉センターや各支所など、上の表にある会場以外での申告相談は行
いません。
※市内の会場では、倉敷税務署員による申告相談はありません。

○申告相談の日程表
（土・日曜日、祝日は申告相談を行いません）

日　　程 地 区 会　　　場
２月１３日D 美袋、日羽 昭和公民館
１４日E 下倉、種井、延原、宇山、槁 （美袋１９１５－４）
１５日F 原、影、中尾
１８日B 駅前一丁目、駅前二丁目、泉 サンロード吉備路
１９日C 中央一丁目～中央六丁目 （三須８２５－１）
２０日D 井尻野
２１日E 西郡、地頭片山、岡谷、西坂台、宿
２２日F 東阿曽、西阿曽、奥坂、久米、黒尾
２５日B 清音柿木、清音軽部
２６日C 清音上中島、清音三因
２７日D 中原、三輪、清音黒田、清音古地
２８日E 小寺、門田

３月１日F 井手、刑部、福井
４日B 総社一丁目～総社三丁目、総社
５日C 溝口、真壁
６日D 槙谷、見延、宍粟
７日E 三須、上林、下林、赤浜
８日F 金井戸、南溝手、北溝手、窪木、長良
１１日B 山田、八代 西公民館
１２日C 上原、富原、下原 （秦３５０）
１３日D 秦、福谷
１４日E 久代
１５日F 新本

イオンモール倉敷
（２月７日E～３月
１５日F）

全地区が対象

※倉敷税務署員によ
る申告相談です。
この期間中、倉敷
税務署には申告相談
会場を設けていませ
んので、注意してく
ださい。

 会場を選ぶ目安
●イオンモール倉敷
　還付申告を含む所得税の申告全般

●サンロード吉備路、西・昭和公民館
農業所得（青色申告者を除く）、給与
や公的年金の収入、雑所得、一時所得
がある人。市県民税・国民健康保険税
の申告が必要な人
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※給与収入が２０００万円を超える人は、所得税の申告が必要になります。
※上記表にかかわらず、土地・建物・株式などの売却による所得がある人、青色申告の人、住宅借入金等特別控除の適用を初めて
受けようとする人、事業所得や不動産所得などがある人で平成２４年中の所得金額の合計額が所得控除合計額を超える人は、イオ
ンモール倉敷申告会場で申告してください。
※上記表は目安です。表に当てはまらない場合、倉敷税務署または市役所税務課へお問い合わせください。
◎市県民税・国民健康保険税の申告が必要な人
○平成２５年１月１日現在、総社市内に居住し所得税の確定申告をする必要がない人で、平成２４年中に収入のあった人
※ただし、次の人は申告をする必要はありません。
・所得税の確定申告をしている人
・１か所からの給与収入のみで、年末調整が済んでいる給与支払報告書が勤務先から市へ提出されている人
・公的年金等収入のみで、次の①か②に該当する人
①昭和２３年１月２日以降生まれで、年金収入合計額が９８万円以下の人
②昭和２３年１月１日以前生まれで、年金収入合計額が１４８万円以下の人

○平成２４年中に収入のなかった人（障害・遺族年金のみの人、失業給付のみの人など）で、同居の人の税の扶養になっていない人
※この場合でも、国民健康保険税の算定や非課税証明書の発行に必要なため、申告をお願いします。
◎公的年金収入が４００万円以下の人で確定申告が必要な場合もあります。
※公的年金収入合計が４００万円以下でその他の所得が２０万円以下の人は、所得税の確定申告は不要です。ただし、社会保険料の
追加や生命保険料の支払い、扶養の追加などがあり、所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要です。また、還付とならない
場合でも市県民税・国民健康保険税の申告をしてください。

（注意）
この記事は2013（平成25）年の内容です




